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４
総合的な取組の⽅向性
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４ 総合的な取組の方向性 

 

 今後の都市づくりにおいては、土地利用、交通、みどり、エネルギーなど各分野の取組をそれ

ぞれ進めていくことに加えて、各分野で連携し、総合的に取り組んでいくことが重要です。これ

らの取組の方向性について、都心、拠点、住宅地などの区分に分けて、今後、優先的・積極的に

取り組んでいくものを整理し、以下に示します。 

 なお、土地利用や交通など部門別の取組の方向性については、次章で示します。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 魅力があふれ世界をひきつける都心 

５ 市街地の外の自然環境の保全と活用 

４ 地域特性に応じた一般住宅地・郊

外住宅地の居住環境の維持・向上 

３ 利便性が高く魅力ある 

複合型高度利用市街地の実現

２ 多様な交流を支える地域交流拠点 

図 4-1 総合的な取組の方向性 
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※凡例について 

 

複合型高度利用市街地 

おおむね環状通の内側と地下鉄の沿線、地域交流拠点に位置付けられている JR 駅などの周

辺 

一般住宅地 

複合型高度利用市街地、郊外住宅地、工業地・流通業務地以外の地域 

郊外住宅地 

札幌市住区整備基本計画などに基づき、低層住宅地を主として計画的に整備してきた地域 

工業地・流通業務地 

工場などが集積している地区、工業系の土地利用を推進する地区及び流通業務機能が集積し

ている地区 

都心 

JR 札幌駅北口の一帯、大通東と豊平川が接する付近、中島公園、大通公園の西端付近を頂点

として結ぶ区域 

地域交流拠点 

交通結節点である主要な地下鉄・JR 駅の周辺で、都市基盤の整備状況や機能集積の現況・動

向などから、地域の生活を支える拠点としての役割を担う地域のほか、区役所を中心に生活

利便機能が集積するなどして区の拠点としての役割を担う地域 

高次機能交流拠点 

産業や観光、文化芸術、スポーツなど、国際的・広域的な広がりをもって利用され、札幌の

魅力と活力の向上を先導する高次な都市機能が集積する拠点 
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４－１ 魅力があふれ世界をひきつける都心   

 

都心では、平成 14 年（2002 年）に策定した「都心まちづくり計画※19」、平成 23 年（2011

年）に策定した「都心まちづくり戦略※20」に基づき、計画的・戦略的なまちづくりを進めてきま

した。 

特に、ここ 10 年の間には、札幌駅前通地下歩行空間の整備による都心回遊・交流環境の強化、

北３条広場、創成川公園等の新たなパブリックスペースの整備、都市開発等と連動した都心部の

エネルギーネットワークの構築などを図ってきたことに加えて、大通地区、札幌駅前通地区では

まちづくり会社が誕生し、エリアマネジメントが展開されてきました。 

これからは、札幌を含め、北海道全体として人口減少していく中で、北海道・札幌の経済成長

をリードする都心まちづくりが期待されているとともに、アジア圏からの観光流入の増加への対

応を含め、厳しさを増す都市間競争での札幌の確固たる地位の確保が重要となっています。 

また、環境に優しいまちづくりがこれまで以上に求められる中、低炭素社会への転換の必要性

や、東日本大震災以降は都市防災機能の強化への期待も高まっています。 

さらに、昭和 47 年（1972 年）のオリンピックを契機に形成された街区のリニューアル、老

朽化した建築物の建替えや既存ストックの活用のほか、北海道新幹線の札幌開業といった都市的

インパクトを考慮したまちづくりによる都市空間の魅力・活力の向上が必要です。 

そのため、これからの都心まちづくりでは、ゾーンごとの特性を踏まえて、新たな都心の構造

を設定し、将来像の実現に向けた取組を進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※19 都心まちづくり計画：都心のまちづくりの長期的な目標、方針、まちづくりの各主体が協働して取り組むための仕組み等を示した計画。

※20 都心まちづくり戦略：「都心まちづくり計画」を補完する都心まちづくりの指針 

図 4-2 特性に応じた都心のゾーン 

 

 

 

 

 

 

西 11 丁目駅周辺地区 

創成東地区 

大通地区 

すすきの・中島公園 

周辺地区 

北三条通 

大通 

駅
前
通 

創
成
川
通 

東
4
丁
目
線

札幌駅周辺地区 

駅前通周辺地区 

札
幌
駅
周
辺
地
区 

駅
前
通

周
辺
地
区

大
通

地
区

創
成
東
地
区

・ＪＲ札幌駅をはじめ、バスターミナル機能、地下鉄

等、公共交通網が結節 

・北海道新幹線の札幌開業、都心と高速道路間のアク

セス強化により交通結節機能の向上が見込まれる 

・商業施設、宿泊施設等が集積 

・二つの熱供給事業者の立地をはじめとする、エネル

ギープラントの集積 

・札幌都心の業務中心地 

・都市再生を先導する質の高い公共空間、高次な民間

再開発ビル等の整備が進展 

・百貨店をはじめ、個性的な路店が立ち並ぶ都心商業

機能の集積地 

・近年のマンション立地の進展に伴う人口増加 

・サッポロファクトリーをはじめ、札幌の発展を支え

た遺構を残す工場・記念館群（北海道遺産）が集積

・都心まちづくり戦略に位置づけた『重点地区』 

西
11
丁
目
駅

周
辺
地
区

・文化芸術施設、ホール・ホテル等の大規模収容施設

の集積 

・医療施設の集積、医療系教育施設の周辺への立地 

 

す
す
き
の
・
中
島

公
園
周
辺
地
区

・開拓期からの札幌の中心的歓楽街の立地 

・都心に近接する中核的なパブリックスペースであり、

文化芸術施設が立地する中島公園との連続性 

・河川、公園等、ゾーンの個性となりうる豊かな自然

空間の存在 

表 4-1 ゾーンごとの概要 

※「４－１」の内容は今後変更する可能性があります。
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ア 都心強化先導エリアと札幌駅交流拠点、大通・創世交流拠点の形成  

 ○都心強化先導エリア※21 

 企業誘致の受け皿となる高次なビジネス環境の整備を促進します。 

 再開発や公共用地活用等によるエネルギーネットワークの形成を図ります。 

 二つの拠点の相互連携・相乗効果を生み、一体的な都心の価値向上を目指します。 

○札幌駅交流拠点 

 駅前広場、北５西１、２街区の一体的整備による魅力的なシンボル空間の創出を図ります。 

 自立分散型電源の導入による防災拠点機能の強化を図ります。 

 北海道新幹線、高速道路へのアクセス強化等を考慮した交通結節機能※22 の強化を図ります。 

○大通・創世交流拠点 

 札幌の都市文化を育成・体感できる魅力的な場の整備を推進します。 

 創成東へのゲートとなる空間整備を推進します。 

 

イ 歩行者優先の交通環境形成  

○歩きたくなるまちの実現 

 まちづくりと連携した歩行者ネットワーク、公共交通、自転車、駐車場、荷捌き等の一体的

な方向性の検討や社会実験による検証を進めます。 

○アクセスしやすいまちの実現 
 都心と高速道路間のアクセス強化や交通結節点の機能強化、公共交通における情報提供の高

度化、分かりやすさの向上を図ります。 

 

 

 

将来像（都心） 

 
 世界に誇ることができる環境性能を備えた災害に強い持続可能なまちが形成されています。

 都心の機能や魅力の向上に向けて、市民、企業、行政、まちづくり組織などが一体となった

都心のまちづくりが進められています。 

 札幌の資源や資産を生かして、新たな活動や産業を創造することができる場が創出されてい

ます。 

 札幌らしい魅力的なライフスタイルが実現しています。 

 国内外からヒト・モノ・投資を呼び込み、札幌はもとより北海道の経済を支えています。 

実現に向けた取組の方向性 

※21 都心強化先導エリア：国内外に札幌の魅力・活力を象徴的に発信するために、機能・空間の質の向上や強靭化を図るエリア。 

※22 交通結節機能：地下鉄駅やバスターミナルなど、様々な交通手段（徒歩、自動車、バス、鉄道など）が相互に連絡した機能。 
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ウ 低炭素市街地の形成とみどり豊かな景観の形成  

○低環境負荷に資するまちづくり 

 再開発と連動した世界水準のグリーンビル化※23 を推進します。 

 既存建物の機能向上などによる環境負荷低減を促進します。 

 エネルギーネットワークの形成を図ります。 

○みどり豊かな空間の創出・ネットワーク強化 

 みどりの保全や民有地緑化への支援などによる緑化の推進とネットワークの形成を推進しま

す。 

 

エ 重層的・持続的な都市発展の仕組みづくり  

○都心の一体的なマネジメントの推進 

 都心まちづくりに関わる多様な主体が戦略・情報・課題を共有するプラットフォームの組成

とプロジェクトチームによる実践を行います。 

○エリア間のマネジメント連携の推進 

 パブリックスペースの活用、既存建物の機能向上などを通じたエリア間の活動連携を促進し

ます。 

○エリアごとのマネジメントの強化・促進・育成 

 まちづくり機運の高まりを踏まえたエリアマネジメントの仕組みづくりや既存のエリアマネ

ジメントの強化・促進を図ります。 

 

※23 グリーンビル：省エネや再生可能エネルギーの導入などにより、環境負荷の低減と質の高い室内環境が実現した建物。 
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４－２ 多様な交流を支える地域交流拠点 

 

地域交流拠点は、地下鉄駅周辺などの利便性の高い地域に位置づけられており、後背圏の広が

りに応じて地域の豊かな生活を支える中心的役割を担っています。 

拠点の機能をそれぞれの特性に応じて強化していくことにより、都市全体の発展を支え、多様

な交流が実現できるような空間づくりを推進します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア 各拠点の特性に応じて優先度を考慮した都市開発の誘導と基盤整備 

 区役所等の公共施設や大規模民間施設などの建替えの動きがみられるなど、地域動向の変化

に応じてまちづくりを進める拠点、後背圏を支えるための取組を進める拠点、まちづくりの

機運を高めていく拠点の３ケースに分類して整理し、優先度を考慮しながらそれぞれの特性

に応じた取組を推進します。 

 地域交流拠点については、地域の実情に応じた機能集積や、既存の資源を活用した地域のま

ちづくりを図ります。特に、地下鉄始発駅などは、近隣の魅力資源や隣接都市、空港・港湾

などとの連携を意識した多様な機能を整備するゲートウェイ※25 拠点としての誘導を図りま

す。 

 

イ 拠点を中心とした交通機能の向上 

 各拠点の位置付けやまちづくりの特性に応じ、アクセス性の向上や交通結節点の機能改善、

歩行者・自転車等の移動性の向上を図るための取組を進めます。 

 拠点の特性に応じて、地下通路や空中歩廊など、季節や天候に左右されない、安全で快適な

歩行環境の充実を図ります。 

 

将来像（地域交流拠点） 

 

 多様な都市機能の集積や拠点へのアクセス性の向上、冬でも安全・快適な歩行環境の充実な

どにより、利便性が向上しているとともに、多くの人が訪れることで様々なにぎわいや交流

が生まれています。 

 先行して取り組んだ拠点を参考にしながら、他の拠点でも機能強化や魅力向上に向けて具体

的な検討が行われています。 

 老朽化した建物の建替え更新時を捉えて、エネルギーネットワークの拡充に向けた具体的な

検討が行われているほか、コージェネレーションシステム※24 の導入についても検討が進ん

でいます。 

実現に向けた取組の方向性 

※24 コージェネレーションシステム：発電機で電気を作るときに同時に発生する「熱」を、「温水」や「蒸気」として同時に利用するシス

テム。  

※25 ゲートウェイ：玄関口。 
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ウ にぎわい・交流が生まれる場の創出 

 民間都市開発の誘導・調整を積極的に進めて、地域特性に応じたにぎわいや多様な交流が生

まれる場（広場・公園など）の創出を図ります。 

 また、新たに整備するだけではなく、既存資源を有効利用するなど、活用・管理の面からの

取組についても検討します。 

 

エ 環境に配慮した取組の推進 

 公共施設等の建替更新時に合わせたコージェネレーションシステム等の導入や、周辺民間施

設へのエネルギーネットワークの拡充について検討を進めます。 

  

図 4-3 地域交流拠点 
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≪先行的に取り組む地域交流拠点の現状と今後の方向性≫ 

 17 箇所ある地域交流拠点のうち、戦略ビジョンでリーディングプロジェクト※26 として位置付

けられている新さっぽろ、真駒内のほか、今後 10 年間のうちに具体的に取り組む拠点として位

置付けられている篠路、清田を含めた４箇所における取組を先行して進めることとし、それぞれ

の拠点の現状と今後の方向性を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※26 リーディングプロジェクト：先導的・横断的・戦略的な取組のこと。 

新さっぽろ 

現
状 

厚別副都心として大規模な商業機能や公共機能などが古くから集積しているとともに、

JR・地下鉄・バスターミナルにより形成された交通結節点として、高い利便性が保たれ

ています。 

方
向
性 

平成 27 年（2015 年）3 月に策定した「新さっぽろ駅周辺地区まちづくり計画」に基

づき、市営住宅余剰地の活用などを柱として、多様な機能の集積や既存機能との相乗効

果により、にぎわい溢れる拠点の形成を目指すとともに、江別市や北広島市などの広大

な後背圏の生活を支えるゲートウェイ拠点として魅力あるまちづくりを推進します。 

真駒内 

現
状 

駅前には市有施設が集積し、生活拠点としての役割を果たしていますが、それぞれ老朽

化が進みつつあります。また、真駒内地域を含め、南区全体で人口減少、少子高齢化が

進行しており、地域全体の魅力を高めるためにも、拠点の機能等を向上する必要性が高

まっています。 

方
向
性 

平成 25 年（2013 年）5 月に策定した「真駒内駅前地区まちづくり指針」の実現に向

け、市有施設の建替えを契機に、周辺地域と連携し、駅前地区を中心とした滞留・交流

空間等の充実とともに、定山渓や芸術の森といった高次機能交流拠点はもとより、南区

全体の魅力向上に資する拠点の形成を図ります。 

篠路 

現
状 

鉄道により東西市街地が分断されていることに加え、駅東側のぜい弱な社会基盤施設、

土地の低利用などの課題を抱えており、駅を中心とした拠点の整備が必要となっていま

す。 

方
向
性 

平成 26 年（2014 年）3 月に策定した「篠路駅周辺地区まちづくり実施計画」に基づ

く土地区画整理事業や鉄道高架事業などの社会基盤整備を契機として、拠点としての機

能・魅力向上に向けて取り組みます。 
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≪その他の地域交流拠点の現状と今後の方向性≫ 

ここでは、それぞれの地域交流拠点の現状や方向性を明確にするため、先行的に取組を進める

４拠点（新さっぽろ、真駒内、篠路、清田）を除き、それぞれの拠点を 3 つのケースに分類し、

拠点が置かれている現状や共通する今後の方向性について、以下の通り整理します。 

今後はこの表をもとに、優先度を考慮しながらそれぞれの特性に応じた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケ
ー
ス
１ 

地域動向の変化に応じてまちづくりを進める拠点 

【北 24 条】【光星】【月寒】 

拠点を中心に多様な都市機能が一定程度集積していることに加え、北 24 条、月

寒にはバスターミナルがあり、利便性の高い拠点が形成されています。 

また、それぞれの拠点の周辺には区役所や体育館等の公共施設が立地しています。

【白石】 

バスターミナルがあり交通利便性の高い拠点であるとともに、平成 28 年度には、

白石区役所・区民センターなどが複合した白石区複合庁舎や、庁舎と地下で接続

される大型民間施設が供用開始となり、利便性の向上が期待できます。 

主に区役所や公営住宅等の公共施設、大規模民間施設の建替え更新などの動きが

みられるなど、地域の動向が変化しつつある拠点では、これらをきっかけとして

地域のまちづくりに発展できるよう、地域住民や事業者などとまちづくりの方向

性を共有し、交流機能や回遊性の向上を考慮した整備とまちづくり活動の一体的

な取組が図られるよう働きかけます。 

現
状 

方
向
性 

【琴似】 

多様な都市機能が集積しているとともに、バスターミナルが備わった地下鉄駅と

JR 駅が近接しており、高い利便性が保たれています。周辺には区役所等の公共施

設が立地しているほか、地域のまちづくり活動などにより、まちづくりの機運が

高まりつつあります。 

清田 

現
状 

拠点の中心には区役所・保健センター・消防署・図書館が備わった複合庁舎が立地し、

その周辺には商業施設や病院などの機能が集積しています。 

また、清田区には軌道系公共交通機関がなく、最寄地下鉄駅までのルートを中心にバス

ネットワークが形成されています。 

方
向
性 

短期的には、バス待ち環境の改善など、公共交通サービスの利便性向上に努めます。将

来的には、拠点機能の向上のために効果的な取組を展開していきます。 
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ケ
ー
ス
２ 

後背圏を支えるための取組を進める拠点 

現
状 

【麻生・新琴似】 

地下鉄始発駅である麻生と JR 新琴似駅が近接し、後背圏につながるバスも充

実しており、交通利便性の高い拠点が形成されています。また、周辺には病院

などの医療機能が集積しています。 

方
向
性 

主に後背圏を支えるための取組が必要な拠点では、ゲートウェイ拠点としての

機能強化など、それぞれが抱える地域課題を踏まえ、行政が誘導しながらまち

づくりを展開していきます。 

ケ
ー
ス
３ 

まちづくりの機運を高めていく拠点 

現
状 

方
向
性 

当面、施設の建替え更新などの動きがみえない拠点では、町内会や商工会、地

域の任意団体などが行うまちづくりの継続的な取組を通じ、地域コミュニティ

や商店街などの活性化を図るとともに、まちづくりの機運を高めていきます。 

【大谷地】【平岸】【澄川】 

拠点を中心に一定の都市機能が集積しているほか、大谷地にはバスターミナル

が備わっており、利便性の高い拠点が形成されています。 

【手稲】 

拠点の周辺には、大型商業施設が立地しているほか、区役所や体育館、図書館

などの公共施設が立地しており、駅を中心に多様な機能が集積しています。 

【宮の沢】 

地下鉄駅と接続されているバスターミナルや大型商業施設、市有の教育文化施

設などが立地しており、利便性の高い拠点が形成されています。 

【栄町】【福住】 

 栄町にはバス待合所と駐輪場からなる交通広場、福住にはバスターミナルがあ

るとともに、それぞれ大型商業施設が立地し、利便性の高い拠点が形成されて

います。 

 また、栄町周辺には丘珠空港やつどーむが、福住周辺には札幌ドームといった

特徴的な施設が立地しています。 
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４－３ 利便性が高く魅力ある複合型高度利用市街地の実現 

 

複合型高度利用市街地は、公共交通機関や都市サービス機能が充実している地下鉄沿線など、

利便性が高い住宅市街地です。このような地域に集合型の居住機能を誘導することにより、適切

な居住密度の維持・増加を図るとともに、良好な都市景観やオープンスペースを有する住宅市街

地の質を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 高密度で質の高い住宅市街地の形成 

 地域の特性や状況に合わせて集合型の居住機能をはじめとした多様な都市機能の集積や、オ

ープンスペースの創出、歩きやすさを重視した歩行者環境整備等を進めるために、土地利用

計画制度※27 を適切に運用します。また、人口が増えている地区においては、官民各々が管理

する様々なオープンスペースを活用しながらみどりの確保を図ります。 

 地域特性に応じた魅力的な景観づくりを推進するため、路面電車沿線の地区をモデルとし、

地域と協力しながら景観ガイドラインを作成する等の取組を行い、その取組を他の地域へと

展開していきます。 

 

イ 集合型居住誘導区域の設定による集合型の居住機能の集積 

 立地適正化計画においては、複合型高度利用市街地の区域を基本として「集合型居住誘導区

域」を設定し、人口分布の偏在を是正しつつ、人口密度の維持・増加を図るため、土地の高

度利用を基本とした集合型の居住機能の集積を目指して取り組んでいきます。 

  

将来像（複合型高度利用市街地） 

 
 地下鉄駅の周辺を中心に集合型の居住機能や生活利便機能が集積し、人口密度の維持・増加

が図られ、住民同士の交流やイベントが行われています。 

 集合住宅などの立地にあわせて、歩道部分の確保など歩きやすい歩行者環境の整備が進み、

住みやすいまちが形成されています。 

 集合住宅などの立地などにより人口が増えている地域では、公園の整備など、オープンスペ

ースを有効活用することによりみどりが確保され、住民の憩いの場となっています。 

 路面電車電停周辺の地区をモデルとした景観まちづくりの取組が地区の内外で連鎖的に展

開され、地域特性に応じた魅力的な景観づくりが進んでいます。 

実現に向けた取組の方向性 

※27 土地利用計画制度：まちづくりの諸施策のうち都市計画法に基づく制度の一つであり、土地利用に関するルールを定め、個別の建築行

為などを規制・誘導することによってまちづくりの目標の実現を図るもの。 
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図 4-4 複合型高度利用市街地 
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４－４ 地域特性に応じた一般住宅地・郊外住宅地の居住環境の維持・向上 

 

一般住宅地は、戸建住宅から集合住宅までの多様な都市機能や生活利便機能が立地できる住宅

地であり、郊外住宅地は、戸建住宅を主体としながらも一定の生活利便施設を有した住宅地です。 

今後、人口減少が進んでいくなかでも地域コミュニティが持続できるように、良好な居住環境

の維持・向上に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 良質な居住環境の維持・向上 

 地域固有の資源を活用するとともに、小学校へのまちづくりセンターや児童会館などの機能

の複合化による地域コミュニティ拠点の形成や、移動利便性の維持や地域のニーズに対応し

た交通の実現などにより、良好な居住環境の維持・向上に向けた総合的な取組を検討します。 

 郊外住宅地、及び一般住宅地でも戸建住宅が多く立地しているエリアにおいては、現状の居

住環境の維持・向上を図ります。 

 空き家等の適切な管理により地域の安全確保と生活環境の保全を図り、合わせて空き家等の

活用を促進するため、総合的な空き家等対策を推進します。 

 

イ 持続可能な居住環境形成エリアの設定による持続的なコミュニティの形成 

 人口減少スピードが速まることが想定される区域では、立地適正化計画において「持続可能

な居住環境形成エリア」と設定し、生活利便性や交通利便性を確保しつつ、持続的なコミュ

ニティの形成を目指して取り組んでいきます。 

  

※28 まちづくりセンター：住民組織の振興、地区の要望などの収集、市政の周知に加え、様々なまちづくり活動を支援する地域の拠点。 

将来像（一般住宅地・郊外住宅地） 

 
 小学校では、建替えに合わせてまちづくりセンター※28 や児童会館などとの複合化が進み、

地域コミュニティ拠点として、子どもからお年寄りまで幅広い世代間の交流が行われていま

す。 

 地域の実情に対応したきめ細かな交通体系により、人口が減りつつある地域においても移動

利便性が確保され、良好な居住環境が保たれています。 

 戸建住宅が多く立地しているところにも店舗やクリニックなどの生活利便施設が立地し、自

家用車に頼らなくても生活できる環境が整っています。 

 危険な空き家の除却や住民の流入を促すような空き家の利活用など、居住環境の維持・向上

につながる取組が進んでいます。 

実現に向けた取組の方向性 
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図 4-5 一般住宅地・郊外住宅地 
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４－５ 市街地の外の自然環境の保全と活用 

 

 これまで同様、市街地の拡大を原則行わないこととし、札幌の都市個性として重要な要素とな

っている市街地の外の良好な自然環境や優良な農地について、引き続き保全していくことはもと

より、これらを有効活用した取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 良好な自然環境の維持・保全・創出 

 拠点となる公園緑地をつなぐ森林・草地・農地などについて、地域制緑地※29 などに関わる

制度により保全を図るほか、市民や企業、活動団体などとの協働により市街地を取り囲むみ

どりづくりを推進します。 

 開発を行う場合の緑地の保全・創出に関するルールにより、緑地の適切な保全・創出を図り

ます。 

 

イ 市街地の外ならではの特質を生かす土地利用の検討 

 社会経済状況の変化や土地利用状況の動向などを踏まえ、「市街化調整区域の保全と活用の

方針※30」を適宜見直して、土地利用計画制度の適切な運用を図ります。 

 都市活動を維持するうえで不可欠でありながら市街地内での立地がなじまない施設、大規模

太陽光発電施設をはじめとした市街地の外ならではの土地利用などについては、森林・農地

等の保全・創出や景観への配慮、既存住宅団地の居住環境の保護、道路等の都市基盤との対

応などの面で支障がないことを前提として、その立地について適切な対応を検討します。 

 市街地の外にある高次機能交流拠点周辺においては、それぞれの機能や魅力の向上に資する

よう、地域特性を踏まえて周辺の景観にも配慮した限定的な土地利用の許容について検討し

ます。 

  

※29 地域制緑地：公有地、私有地を問わず、法律や条例などの制度によって、良好な緑地が保全される場所。 

※30 市街化調整区域の保全と活用の方針：市街化調整区域に関する施策や各種制度の整合を図り、都市計画マスタープランが目指す土地利

用に誘導していくため、各種施策や制度の運用にあたって必要となる基本的な考え方を明確にし、その方向性を示すことを目的とした

方針。 

将来像（市街地の外） 

 
 行政、市民、企業が一体となって様々な制度を活用することにより、みどりの保全・創出が

図られています。 

 周辺環境に配慮した市街地の外ならではの土地利用を一定の基準により許容することで、遊

休地などの有効活用や自然と調和した景観形成が図られています。 

 市街地の外の高次機能交流拠点周辺では、地域の意向を取り入れながら拠点周辺の魅力向上

を促す取組を進めることで、多くの人が集まり、交流やにぎわいが生まれています。 

実現に向けた取組の方向性 
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図 4-6 市街地の外 
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